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新型コロナウイルス感染症に関する佐井村対処方針 

令和２年３月２日（令和４年１２月５日変更） 

 

新型コロナウイルス感染症に関する国の基本的対処方針を踏まえ、青森県において、今後

講じるべき対策について、対処方針が定められたことから、下記のとおり村の対処方針を定

める。 

記 

１現在の状況 

国においては､１１月１８日に「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合の

対応について」を決定したところである。 

その考え方としては、今秋以降の感染拡大が、今夏のオミクロン株と同程度の感染力・病

原性の変異株によるものであれば、新たな行動制限は行わず、社会経済活動を維持しなが

ら、高齢者等を守ることに重点を置いて感染拡大防止措置を講じるとともに、同時流行も想

定した外来等の保健医療体制を準備することを基本としている。また、医療のひっ迫度に着

目する基本的な考え方は維持しながら、オミクロン株に対応し、外来医療等の状況に着目し

た新たなレベル分類に見直すとともに、感染拡大が進行し、保健医療への負荷が高まった段

階において、感染レベルを抑えるために取り得る感染拡大防止措置も示された。 

青森県としても、こうした国の考え方に沿って、青森県のレベル分類の運用などの見直し

を図ることとしたため、感染拡大防止に係る各種取組を進めながら、経済社会活動の回復に

向けた「経済を回す」取組についても着実に進め、その両立を図るとのことから、村でもこ

れに準ずる。 

 

２基本目標 

◆本村における感染の発症やまん延を回避する。 

◆地域経済や村民生活への影響を最小限に食い止める。 

 

３重点対策 

◆オミクロン株の特徴を踏まえ、感染防止対策の徹底を図る。 

◆地域の感染状況等を踏まえながら、感染及び感染拡大の防止と社会経済活動の維持との

持続的な両立を図っていく。 

 

４全般的な方針 

◆感染拡大を防止し、発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすため、迅

速なワクチンの接種を進める。 

◆感染拡大を防止するため、基本的な感染防止対策の徹底を図る。 

◆感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。 
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◆感染の拡大が認められる場合には、国・県等と密接に連携しながら、速やかに効果的な

感染対策等を講じる。 

◆新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部の下、全職員が一丸となり全庁体制で取

り組む。 

 

５新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請の内容 

別紙のとおり 

 

６対策実施に関する重要事項 

（１）情報提供・共有 

〇感染症に係る正しい情報や感染防止対策を分かりやすく情報発信する。 

〇各種支援制度や相談窓口等の周知を図る。 

〇特措法に基づく協力要請に係る村民の円滑な協力に向けて情報発信の充実強化を図る。 

 

（２）ワクチン接種 

〇国・県等の指示のもと、本村における速やかなワクチン接種体制を整備する。 

 

（３）まん延防止 

〇ワクチンを接種した方を含め、密集・密閉・密接のうち一つでも「密」を避けること

や、基本的な感染防止対策の徹底を促す。 

〇感染及び感染拡大の予防と経済社会活動の維持との両立のため、「新しい生活様式」の

定着・徹底を図る。 

〇外出や移動にあたっては、感染症防止対策を徹底するとともに、感染リスクの高い行動

を控えること等を促す。 

○飲食店等を利用する際は、なるべく少人数を基本とし、会話をする際には必ずマスクを

着用するなど、感染防止対策を徹底するよう促す。 

〇感染の状況等を継続的に監視し、その変化を踏まえ、住民に適切に情報提供を行い、感

染拡大への警戒を呼び掛ける。 

〇「三つの密」のリスクを高める職場での「居場所の切り替わり」に注意するよう周知を

図る。 

〇イベント等に係る感染及び感染拡大リスクを抑制するとともに、感染防止対策を徹底す

る。 

 

（４）医療提供体制の強化等 

〇高齢者施設等における施設内感染防止対策を徹底する。 

〇高齢者施設等において従事者等に症状が出現した場合、迅速に検査が実施できる体制を

整備する。 

〇妊産婦に対する感染防止の取組を推進する。 

〇法定の健康診断及び予防接種について、適切な感染防止対策下で実施されるよう配慮す

る。 
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（５）教育環境の維持等 

〇教育活動における感染防止対策を徹底する。 

〇児童生徒及び教職員に感染の疑いが生じた場合の適切な対応を徹底する。 

〇子どもの居場所確保に向けた体制の強化等を図る。 

 

（６）経済・雇用対策 

〇中小・小規模事業者や個人事業主の事業継続を支援する。 

〇影響を受けた事業者の資金繰り等支援の充実を図る。 

〇国・県等の制度を活用して雇用や生活の維持を支援する。 

〇国・県等の各種支援策の周知や相談体制の充実を図る。 

〇事業者による感染防止対策を支援するとともに、安全対策について情報発信する。 

〇販売が落ち込んでいる村産品の需要拡大を図る。 

〇国内外からの旅行需要の回復対策を推進するとともに、受入態勢の維持・整備を図る。 

 

（７）その他重要な留意事項 

①偏見・差別等への対応 

○患者・感染者や対策に携わった方々等の人権に配慮した取組を行う。 

○偏見・差別等の防止に向けた啓発・教育に資する取組を行う。 

〇外出を自粛する方々の心のケアや、自宅でのＤＶ・虐待の発生防止に取り組む。 

 

②庁内体制の強化と関係機関との連携 

〇新型コロナウイルス感染症対策について、最優先の課題として全庁体制で取り組む。 

〇状況に応じ体制の強化等に柔軟に対応する。 

〇国、県、近隣の市町村など関係機関との情報共有を図り連携して対策を実施する。  

 

③社会機能の維持 

〇村の機能麻痺を回避するため、業務上の感染防止対策を徹底する。 

〇職員に感染者等が確認された場合の対応を予め定め、必要な対策を講じる。 

〇物流体制・ライフライン確保等に努める。 
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別紙 

【新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請の内容】 

１区  域  佐井村全域 

２期  間  令和４年１２月５日から 

３実施内容 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請 

【基本的感染防止対策等】 

１．ワクチンを接種した方を含め、密集・密閉・密接のうち一つでも「密」を避けること

や、基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。 

①人と人との距離の確保  ②マスク（不織布マスクを推奨。）の適切な着用 

③手洗いなどの手指衛生  ④換気 など 

２．普段の生活においても、感染状況に応じて、人と人との接触機会を低減することを心

掛けて行動するようお願いします。 

３．家庭内においても室内を定期的に換気するとともにこまめに手洗いを行う、帰省等で

高齢者や基礎疾患のある者と会う際は、事前の検査を行う等、リスクを減らすようお願

いします。 

【外出・移動】 

４．外出・移動は、できるだけ少人数で行動し、混雑した場所や、業種別ガイドラインに

基づく適切な感染防止対策が徹底されていない施設など、感染リスクの高い場所を避け

てください。特に高齢者など重症化しやすい方は、留意が必要です。 

５．イベント等に出向く場合は、その前後を含め、基本的な感染防止対策を徹底し、人混

みを避け、感染リスクが高まる行動は控えるようお願いします。 

  また、体調が悪い場合はイベント等に出向かないようお願いします。 

６．感染症患者が多数発生している地域との往来については、感染状況を踏まえ慎重に判

断していただき、自治体が実施する措置に従って慎重な行動をお願いします。 

※ 対象者全員検査を適用した移動についても、慎重に検討するようお願いします。 

【飲食・会食等】 

７．飲食店等を利用する際は、なるべく少人数で黙食を基本とし、会話をする際には必ず

マスクを着用するなど、感染防止対策を徹底するようお願いします。 

【事業者（職場・店舗等）の取組】 

８．業種別ガイドラインを遵守することをはじめ、感染及び感染拡大防止のための取組を

適切に実施するようお願いします 

９．密集・密閉・密接の発生リスクが高い、休憩室、更衣室、トイレ、喫煙室等の「居場

所の切り替わり」に注意してください。 

【催物（イベント等）の開催】 

10．主催者等は、イベント等を開催する場合は、別に定める人数上限や収容率（※）に沿

った内容とするとともに、業種別ガイドラインを遵守するようお願いします。 

  また、イベント等の開催中や、その前後において、参加者等に係る行動管理等を含



5 

 

め、基本的な感染防止対策を徹底するようお願いします。 

※詳細は「イベント開催制限の考え方について（期間：令和４年３月２２日～）」を参照。 

【感染拡大傾向時の一般検査】 

11．感染リスクが高い環境にある等のため、感染不安を感じる無症状の住民の方は、ＰＣＲ

等検査（感染拡大傾向時の一般検査）を受けるようお願いします。 

 


